
子ども・青年の未来に希望をはぐくむために

憲法・子どもの権利条約の息づく学校と社会を

2015合同教育研究全道集会
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◆戦後70年、被爆70年、子どもたちに平和な未来をひきつごう

◆子どもたちが主人公の学校づくりを創造し、
　　　　　　　　「競争と管理」の教育を切り替える筋道を考えよう

◆学問・教育の自由を守り、教職員が希望をもって
　　　　　　　　教育できる学校の姿を共に描き出そう

◆貧困と格差が広がる中、子どもや若者の
　　　　　　　　豊かな成長、発達のため何ができるのか考えよう

◆憲法と子どもの権利条約が生きて輝く
　　　　　　　　教育・学校・社会を、学び語ろう

◆3.11から４年半、被災地の復興と原発ゼロをめざす
　　　　　　　　とりくみと呼応した動きを考え合おう
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2 開催にあたって

2015合同教育研究集会全道集会の開催にあたって

１．「学ぶこと」「成長すること」の意義が問われている“いま”

　「上からの教育改革」が矢継ぎ早に降ってきて、つい

ていくのがやっと―2013年以降、教育再生実行会議に

よる提言が矢継ぎ早に出され、それらが十分な審議もな

く政策化されていくなか、学校現場は対策に追われ自ら

の授業や教育課程を検証する暇もない、という声が漏れ

聞こえてきます。「教育委員会制度等の在り方」（第２次

提言）が変更され各地域で「教育大綱」が検討されてい

ますが、現教育基本法（2006年）や第２期教育振興基

本計画を「斟酌」してという方向が示されています。こ

れは国の方針を地域においても貫こうとする、いわば教

育の中央集権化をねらった「改革」です。北海道の「総

合教育大綱（素案）」では、「ふるさと教育の充実」とし

て「郷土を愛し、発展させていこうとする気持ちを育む」

ことが示され、「日本人・北海道人としてのアイデンティ

ティーと異文化に対する寛容性を併せ持つ『グローバル

人材』の育成」をうたっています。まさに、アベ政治が

めざす「戦争する国」「世界で一番企業が活躍しやすい国」

を支える「人材育成」に教育を特化させようというねら

いと合致しています。

　平成26年版子ども・若者白書「特集　今を生きる若者

の意識～国際比較から見えてくるもの」では、日本・韓

国・アメリカ・英国・ドイツ・フランス・スウェーデン７カ

国の満13～ 29歳までの男女1,000人程を対象にインタ

ーネット調査を行った結果を掲載しています。「自己肯

定感」では「日本の若者は諸外国と比べて、自己を肯定

的に捉えている者の割合が低く、自分に誇りを持ってい

る者の割合も低い」のが現状です。「自分に満足している」

では他国は72～ 86％なのに対し日本は45.8％と圧倒的

に低く、「自分には長所がある」との回答も他国は75～

93％なのに対し69％にとどまっています。「意欲」に関

しては、「日本の若者は諸外国と比べて、うまくいくか

わからないことに対し意識的に取り組むという意識が低

く、つまらない、やる気が出ないと感じる若者が多い」

としています。

　この結果を前に、「教育は、人格の完成を目指し、平

和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を

備えた心身ともに健康な国民の育成」（現教育基本法第

１条）ではなかったのか、と問い直す同時に、47教育

基本法から削除された「真理と正義を愛し、個人の価値

をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた」

をどのように追求するか、真摯に議論すべきと考えてい

る人は多いのではないでしょうか。

２．「タテ」から「ヨコ」へ、18歳選挙権という“福音”

　今年６月の公職選挙法「改正」、施行によって投票年

齢が引き下げられ、来年7月に予定される参議院選挙か

ら18歳選挙権が実現します。それを見据え総務省・文科

省は「私たちが拓く日本の未来～有権者として求められ

る力を身につけるために」という補助教材を12月まで

にすべての高校生に配布する準備をしていますし、「活

用のための指導資料」も高校教員に配布する予定です。

また、文科省は、高校生の政治活動を禁止したいわゆる

「69通達」を見直す方針で、高校生のデモや集会への

参加といった政治活動は、学校外なら原則として認める

という内容の通知を準備しています。しかし、留意すべ

きは、ともに「有権者教育」という「型」にとどめ、「良

識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重され

國 田 昌 男代表委員

いまこそ「学校で憲法を、学校から憲法を」
～今集会で議論、共有したい課題と展望～
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なければならない」（現教育基本法第14条）はずの主権

者教育に制限を設けようとしていることです。

　10月５日、文科省は「69通達」見直しに係る関係団

体ヒアリングを行いました。全国高校PTA連合会長は、

「教育基本法の第一は政治的教養の推進」のはずだが「罰

則が強調され『政治的中立』という言葉が一人歩きし、

我々も含め60年代前半は政治問題に触れないようにし

た」ことが「政治的関心の低下を招いた」、「大人も一緒

に政治的教養を高めることが必要」で「できるだけ制限・

禁止しないよう」と注文をつけました。また、同会が提

出した意見書では、「論争的問題のアプローチ」に関し

て「（論争的問題の教育は）知識習得に傾斜しすぎた日

本の中等教育を是正するための突破口となる方法論であ

り、今後の学校教育のみならず社会全体で意識し追求す

べき方法である」、「生徒を信じ、生徒自身にしっかりと

政治 ･社会 ･経済などの現実の諸問題を考究させる姿勢

と度量が社会全体に求められている」とまで指摘してい

ます。この意見は、教育を「人材育成」という選別と競

争による新自由主義を貫こうとする「タテ型社会」から、

自治を育むべく議論を交わし主権者意識を形成しようと

いう「ヨコ型社会」への提言と解することができます。

３．民主、立憲、平和主義の快復へ

　札幌・屯田に「屯珍館」（とんちんかん）という児童会

館があります。利用者である子どもらと設計専門家、市

の担当者による協議で設計、利用方法の調整や運営の仕

方、館名を決めました。十勝・池田町議会は、地元高校

生に地方自治を理解してもらおうと議場を開放し模擬議

会を行っています。「若者の地元雇用」「高校への給食導

入」などを高校生議員が町長役生徒に一般質問し、「TPP

の交渉状況の公開を求める意見書」「集団的自衛権に関

わる法案の慎重審議を求める意見書」などを趣旨説明し、

議論しています。苫小牧東高校では、生徒会主催で憲法

記念日にちなみ1970年から憲法講話を実施して、今年

は「自衛権とは」「政府見解」「安保見直し法案」などを

大学から講師を招き学んでいます。

　「これからの時代に求められる資質 ･能力と、それを

培う教育、教師の在り方」（教育実行会議第７次提言）

では、伝統的な一斉授業による教員からの伝達と説明と

生徒の暗記を基本とする教育では、21世紀の国際経済

競争から脱落する危機感から、「アクティブラーニング」

による学びの質の転換を唱えていますが、これらは立派

にその要請に応えるだけでなく、子どもの権利条約にい

う「意見表明権」を保障する学びであることもわかりま

す。いずれも事前学習と議論を重ね、時事問題が自身の

生き方と生活に深く関わることを理解し、関心を持つ機

会になっています。国が邁進しようとする「教育改革」

の枠や方向性を乗り越える実践が子どもらの学びを豊か

にし、主権者としての自覚を育んでいきます。

　安保関連法制が強行可決されました。このことによっ

て、戦後70年培ってきた立憲主義、民主主義、平和主

義という価値基準が大きく転換させられました。しか

し、国民の６割がこの国会での成立を非とし、８割が説

明不足として異を唱える中での強行はクーデターでしか

ありません。これを是とするか否かは今後の国民の行動

にかかっています。これから成人する子どもらは勿論、

既に大人となっている人々とも国民主権とはどういうこ

とかを改めて認識する好機です。子どもらの成長を考え

るとき、主権者としての自覚と「平和な国家及び社会の

形成者」（47教育基本法）として自らがいかに行動して

いくかという思想を育むことが重要になるのは論を待ち

ません。18歳選挙権実現にあたって、高校生の政治活

動は抑制的であるべきだという主張は、国民主権の何た

るかを基本的に理解し直す必要があるといわざるを得ま

せん。子どもらが主権者として成長することを支えると

ともに、大人である自らも改めて主権者たり得る行動を

身につけていくこと、それが立憲主義、民主主義、平和

主義を快復する道筋になると考えます。

　全道各地から参加されるすべての皆さんが、こうした

配慮の下に大いに議論し、具体の行動に足を踏み出す契

機に今集会がなり得ることを期待して、開催にあたって

のあいさつといたします。
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運 営 要 項

１．基本目標

　平和を守り、真実をつらぬく

　　　　　　　　　　民主教育の確立をめざして

２．名　　称

　2015合同教育研究全道集会

３．主　　催

　2015合同教育研究全道集会実行委員会

４．実行委員会加盟団体及び役員

　⑴　2015合同教育研究全道集会実行委員会

　　　加盟団体（46団体）

　　�　全大教北海道　道私教組　全北海道教職員組合　北

海道高等学校教職員組合連合会　札幌保育労働組合　

福祉保育労組北海道地方本部　建交労北海道本部　建

交労札幌学童保育支部　勤医労　札幌市学童保育連絡

協議会　新婦人北海道本部　共同映画社　道労働者学

習協議会　自由法曹団　憲法会議　道平和委員会　キ

リスト者平和の会　子どもと教育・文化道民の会　北海

道子どもセンター　道民間教育団体連絡協議会　日本

国民救援会北海道本部　北海道高等学校退職教職員の

会　北海道新英語教育研究会　高校国語サークル　Ａ

ＡＬＡ連帯委員会　日中友好協会　障道協　札幌郷土

を掘る会　北海道合唱団　出版労連札幌地協　劇団さ

っぽろ　北海道労働組合総連合　札幌地区労連　道医

労連　高校センター教育研究所　全障研北海道　ウィ

ルタ協会　札幌保育連絡会　トポス　全北海道退職教

職員の会　少数民族懇談会　北海道フリースクール等

ネットワーク　日本民主青年同盟北海道委員会　安保

破棄北海道実行委員会　働く人びとのいのちと健康を

まもる道センター　北海道機関紙協会

　⑵　代表委員

　　　姉崎　洋一（全大教北海道）

　　　内田　信也（自由法曹団）　

　　　國田　昌男（道高教組中央執行委員長）　

　　　川村　安浩（道教組執行委員長）

　⑶　世話人

　　　姉崎　洋一（北海道大学）

　　　上原　慎一（北海道大学）

　　　須田　勝彦（元北海道大学）

　　　前田　賢次（教育大札幌校）

　　　馬場　雅史（DCI 札幌）

　　　二通　　諭（札幌学院大学）

　　　片山　一義（札幌学院大学）

　⑷　事務局

　　　事務局長　　関原　文明（道高教組）

　　　事務局次長　新保　　裕（道教組）

　　　事務局員　　飯塚　正樹（道高教組）

　　　　　　　　　北村　亮一（道高教組）

　　　　　　　　　大島　雅明（全大教北海道）

　　　　　　　　　亀谷　　学（道高教組）

　　　　　　　　　近藤　優子（道高教組）

　　　　　　　　　佐々木　瑛（道高教組）

　　　　　　　　　柳　　憲一（北海道子どもセンター）

　　　　　　　　　山内　　雅（道民の会）
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５．開 催 日

　2015年11月７日㈯・８日㈰

６．開催会場

　テーマ討論　　札幌学院大学　　　江別市文京台11

　分科会　　　　札幌学院大学

　教育の夕べ　　札幌学院大学ＳＧＵホール

７．集会の日程

８．分 科 会

　第１分科会　国語教育

　第２分科会　外国語教育

　第３分科会　社会科教育

　第４分科会　数学教育

　第５分科会　理科教育

　第６分科会　美術教育

　第７分科会　書教育

　第８分科会　音楽教育

　第９分科会　技術・職業教育

　第10分科会　家庭科教育

　第11分科会　保健・体育教育

　第12分科会　総合学習・生活科

　第13分科会　教育課程と子どもの学力・評価

　第14分科会　学校と家庭の生活指導

　第15分科会　教育条件確立の運動

　第16分科会　子ども、父母参加の学校づくり

　第17分科会　地域における子育て・学習運動

　第18分科会　地域と学校の文化・スポーツ活動

　第19分科会　国民のための大学づくり

　第20分科会　障害児・障害者の教育と福祉

　第21分科会　環境・公害と教育

　第22分科会　平和・憲法、人権・民族と教育

　第23分科会　子ども・青年の発達と教育

　第24分科会　不登校・登校拒否・高校中退

９．教育の夕べ

　⑴開会集会

　　主催者あいさつ　　　姉崎　洋一　　代表委員

　⑵記念講演

　　「原発、沖縄基地、憲法、教育…

� 　～日本の将来、北海道の未来～」

　　講師：池澤　夏樹さん（小説家、詩人、北海道文学館館長）

　【講師紹介】

　1945年帯広市生まれ。『スティル・ライフ』で芥川賞、『マ
シアス・ギリの失脚』で谷崎賞など受賞多数。著書には『憲
法なんて知らないよ というキミのための「日本の憲法」』
など多数。2014年８月より、北海道立文学館館長に就任。
同年10月、過去に元従軍慰安婦の偽証言を報じた北星学園
大学非常勤講師植村隆氏の解雇に反対する「負けるな北
星！の会（マケルナ会）」を結成。「たくさんの人が一人の
人を非難している。その非難に根拠がないとしたら、もっ
とたくさんの人が立ち上がってその人を守らなければなら
ない。」と発言している。朝日新聞連載中のコラム「終わ
りと始まり」では、原発、沖縄、憲法など政治動向を題材
として取り上げ、それぞれの奥に隠れた原理に光を当てて
いる。

10．テーマ討論

⑴　戦後70年、憲法と平和を考える
� 　～学校・地域・職場で～
　子どもたちと学びたい平和、憲法学習について、どの

ようなとりくみが行われているのか、高校の先生から話

題提供してもらいます。国語の教科書から、戦争につい

て学ぶ平和教材が減り、教科書検定制度改悪により政府

見解に基づいた記述を要求され、歪曲された歴史を記述

する社会科教科書もあります。そのような厳しい状況の

中、先生方は授業実践で躊躇したり悩んだりしています。

参加者の皆さんで「平和学習」「憲法学習」の成果、課題、

苦労などを交流しましょう。

　また、戦後70年、国会における安保関連法の強行採

決をめぐり、弁護士、保護者の立場でこの状況をどう考

えているのか、子どもや・若者たちにどのようなことを

伝えていきたいのか、学校教育に期待することなどを話

題提供していただき、参加者の皆さんと共に考えていき

ましょう。

◇コーディネーター

　　黒澤　幸一（北海道労働組合総連合議長）

◇パネラー

　　簑口　一哲（帯広農業高校）

　　神保　大地（さっぽろ法律事務所）

　　金倉かずさ（安保関連法に反対するママの会＠北海道）
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⑵　18歳選挙権の実現、
　　私たちはこんな力を身につけたい
　念願だった18歳選挙権が実現しました。私たちは、

選挙権をもった青年たちとどのように向き合っていくべ

きでしょうか。学校だけでなく家庭や社会などさまざま

な局面で、どのような学習の場を保障していくことが求

められるのでしょうか。学校現場には18歳選挙権実現

や高校生の政治活動に対する否定的意見が少なからず存

在しています。18歳選挙権実現を意義あるものにする

ためには、「管理と競争の教育」が学校現場にすり込ん

できたこれらの感覚を払拭しなくてはならないのではな

いでしょうか。

　このテーマ討論では、パネラーの若者たちから18歳

選挙権実現に対する生の声を発表してもらいます。彼ら

の思いを受け止め、彼らの期待に応えつつ、学校で、家

庭で、社会で何をすべきなのかを参加者全員で深めたい

と考えています。18歳を主権者として迎えることで、

学校や教育全体、ひいては社会全体にどのような変化を

もたらすかについて大いに語り合いましょう。

　◇コーディネーター

　　　松代　峰明（旭川南高校）

　◇パネラー

　　　堀　　紘子（保育士）

　　　西　　穂波（青年）

　　　

⑶�　インクルーシブな教育づくりの方向性
　2007年に法制度化された特別支援教育も８年目を迎

えています。この間、様々な形で「上からの ( 特別支援 )

教育改革」が進められて来ました。小中高校の各段階で、

各校に委員会を作り、コーディネーターを配置したので

「各校の体制が整った」と言うのが道教委の主張ですが、

現実には各学校で特別な教育的ニーズのある子へのケア

は、どのように行われているのでしょうか？高校での特

別支援学級設置の必要性は？「新しい高等部の在り方」

報告で高等養護はどう変わるの？様々な話題について、

現場の教職員から報告を頂き、参加者と交流討論したい

と考えています。大勢のご参加をお待ちしております。

◇コーディネーター

　　戸田　竜也（教育大釧路校）

◇パネラー

　　三田村祐二（新篠津高等養護学校）

　　菊地　信二（幕別高校）

　　池田　考司（奈井江商業高校）

　　山本　仁史（北見市立西小学校）

⑷�　道徳の ｢特別の教科｣ 化にどうむきあうか
� ～私たちの求める道徳教育とは～
　安倍 ｢教育改革｣ は、国民の思想・価値観などを統制、

管理、強化するために ｢道徳の教科化｣ を推し進めてい

ます。一方で、「特定の価値観を押し付けたり、主体性

をもたず言われるままに行動するよう指導したりするこ

とは､ 道徳教育が目指す方向の対極にあるものと言わな

ければならない」、｢多様な価値観の､ 時に対立がある場

合を含めて､ 誠実にそれらの価値に向き合い､ 道徳とし

ての問題を考え続ける姿勢こそ道徳教育で養うべき基本

的資質である」（｢新学習指導要領総則�解説｣）と言いつ

くろいます。

　｢道徳｣ の教科化を目前にした今、特定の教育観・教育

理論を前提にせず、｢道徳教育｣ のあり方、様々な教育

活動と ｢道徳教育｣ の関連、｢特別の教科�道徳｣ の授業

づくりなどについての真摯な学び合いと交流が求められ

ています。

◇コーディネーター　谷　　　光（北海道子どもセンター）

　　　　　　　　　　原田　　勇（北海道子どもセンター）

　　　　　　　　　　柳　　憲一（北海道子どもセンター）

◇提起者　　　　　　内藤　修司（稚内東小学校）

⑸　教科書は「アイヌの歴史」を
　　どのように記述しているか
　今年４月、来年度使用の中学校教科書の文科省検定結

果が公開されました。その中で、某社の教科書（歴史分

野）の「北海道旧土人保護法」について、検定で「土地

を与えた」という記述に変えられました。皆さんはこれ

をどのように受け取られたでしょう。

　今回のテーマ討論では、中学校教科書（歴史分野）８

社の全アイヌ史の記述を比較検討しながら、参加者みん

なでチャランケをします。今日、子どもたちにどのよう

なアイヌ史像を贈るべきか、実践上の筋道を探ります。

◇総合司会　　　　　清水　裕二（少数民族懇談会）

◇報告者　　　　　　滝沢　　正（北海道歴教協）
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１　�戦後70年、子どもたちに平和な未来を手渡すため、子ども、
教職員、地域の人々の平和のとりくみについて学び、語り合い
ましょう

２　�貧困と格差が広がる中、子どもや若者の豊かな成長、発達のた
めに何ができるか語り合いましょう

３　�憲法と子どもの権利条約が生きて輝く教育・学校・社会を学び、
語り合いましょう�

�
４　�学問と教育の自由を守り、教職員が希望をもって教育できる学
校の姿について語り合いましょう
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　９月19日未明、政府・与党は国民の圧倒的な反対の声

を黙殺し、安保関連法を強行成立させました。ほとんど

の憲法学者、全ての弁護士会に加え、歴代の内閣法制

局長官、元最高裁長官までが明確に違憲と断じ、１万

4000人を超える学者、140超の大学「有志の会」が反

対を表明するなかで、国会内の数の力によって採決が強

行されました。この間、立憲主義と平和主義を守る立場

から、労働組合や市民運動が総結集し、宗教者の共同の

輪が大きく広がりました。SEALDsをはじめとする学生・

青年の組織、高校生グループや「ママの会」など、自覚

的・自発的な運動があらゆる階層・あらゆる世代で急速に

拡大し、国会前をはじめ、全国各地で反対集会やデモが

数千数万人規模で繰り返されました。立憲主義、平和主

義、民主主義、国民主権の理念が国民の中に深く強く根

づいていることが再確認され、「戦争法」成立後も、法

の廃止を求める運動が拡大し続けています。

　安倍政権は「戦争する国づくり」と一体に、沖縄・辺
野古の新基地建設を推進しています。これに対して、翁

長沖縄県知事は９月、政府との１か月間の集中協議の決

裂をうけ、辺野古新基地建設のための埋め立て承認の取

り消しを表明しました。国連人権理事会では、米軍基

地が沖縄県民の人権と自己決定権を侵害していると主張

し、新基地建設阻止にむけて国際社会での発信・協力を

追求していくと語りました。「新基地 NO」の「オール

沖縄」の民意と、国内外の連帯の広がりが翁長知事を支

え、確実に安倍政権を追い詰めています。

　九州電力は、８月に川内原発１号機、10月には２号機

の再稼働を強行しました。不十分な火山噴火対策や、自

治体に丸投げした事故の避難計画など、問題が山積する

なかでの拙速な判断です。福島原発事故の収束と被災地
の復興の目途はたたず、10万人にのぼる避難者の生活
と生業の再建はすすんでいません。全国の原発が停止し

ていたこの２年間、電力不足が生じなかったにもかかわ

らず、安倍政権は2030年度の原子力の比率を22 ～ 20

％とする目標を決定しました。政府の無責任な姿勢への

批判が高まるなか、原発再稼働反対の声は依然として国
民の過半数を超え、全国各地で毎週金曜日の反原発アク

ションが粘り強く継続されています。

　命と暮らし、平和的生存権を守るために、「軍事基地

NO」「原発ゼロ」を求めて展開される地域の運動、職場
のとりくみ、学校での教育実践を語り学び合いましょう。

　戦後70年「安倍談話」は、「侵略」「植民地支配」「反省」

「おわび」の言葉をちりばめていますが、日本の侵略と

植民地支配を首相自身の言葉ではっきりと認めることを

巧妙に避けています。日本軍「慰安婦」の問題にも直接
的な言及はなく、謝罪の表明もありません。日本の戦争

と植民地支配の加害の事実を直視せず、今後の世代に「謝

罪を続ける宿命を負わせてはなりません」とまで述べ、

「村山談話」の立場を実質的に放棄する内容となってい

ます。

　こうした「安倍談話」の歴史認識の歪みは、政府の統

一見解に基づく記述を求める教科書検定、育鵬社・自由

社の歴史・公民教科書の採択運動と一体となって、歴史

修正主義を拡散させ、ヘイトスピーチ（差別扇動行為）

の容認や反韓・反中感情の助長につながる危険性があり

ます。「旧土人保護法」（1899年）について、「アイヌの

人々の土地を取り上げて」と歴史的事実に基づき記述し

た教科書に、「生徒が誤解するおそれがある表現」として、

検定意見がつけられた事実も、歴史を歪曲する重大な問

題です。

　被爆70年の４月、ニューヨークの国連本部でNPT 再

検討会議が開催されました。1000人を超える日本原水

協代表団がニューヨークに結集し、核兵器禁止条約の交

渉を求めた「核兵器全面禁止アピール」署名630万筆を

国連に提出しました。米英などの反対により、最終文書

を採択できずに閉幕したものの、核兵器の非人道性を告

発し、その使用禁止と廃絶を訴える声明が159か国の賛

同で発表されました。被爆者の平均年齢が80歳を超え

るなか、「核兵器廃絶」を求める国内外の草の根の運動

がいっそう重要となります。

　「戦争法」の発動と憲法９条改正を許さず、平和憲法
に基づく「戦後」を継続するために、今こそ戦争と植民

地支配の真実、被爆の実相を学び直し、語り合い、次世

代に継承していくことがますます重要です。「平和を守

り、真実をつらぬく民主教育の確立」という本集会の基

本目標に立ち返り、学校、職場、地域の実践、研究、運

動を深く広く交流し合いましょう。

1
戦後70年、子どもたちに平和な未来を手渡すため、
子ども、教職員、地域の人々の平和の
とりくみについて学び、語り合いましょう
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　社会全体の貧困や格差が深刻です。離婚率が３割を超
え、ひとり親家庭での仕事と子育ての両立が難しく、｢
母に虐待され、母の前ではいい子を演じている。学校で
は暴力をふるい、パニックになる」など、貧困とあやう
い人間関係の中で、大人も子どもも将来が見えなくなっ
ています。原発被災避難家庭に関わり、｢子どもの悲鳴
が聞こえるとの知らせに駆けつけると『強く注意し過ぎ
ちゃった』と部屋に閉じこもりがちになっている母親が、
子どもにストレスをぶつけていた｣との報告もあります。
札幌では、園庭のない保育園が JRガード下に開設され、
大規模学習塾が駅前一等地で競争し、放課後子どもデイ
サービスが乱立するなど、保育や教育の市場化が進んで
います。一方、檜山・上ノ国町では、30年後の人口が半
分以下になると試算される中、町ぐるみの子育て・教育
への支援が進められ、18歳までの医療費無料に加え、
乳幼児の保育料・学童保育料無料、小・中学生の給食費無
料を実現しています。子どもを取り巻く貧困・格差の現
実を語り合いましょう。

　日本の教育への公的支出 (GDP 比 ) は、OECD 加盟国
の中で5年連続最下位です。文科省は2016年度予算概算
要求策定にあたって、35人以下学級について「日本政府・
国民の中では常識になっていない。実態から行くと35
人下学級の全面的打ち出しは時期尚早」と答え、35人
学級の前進という国民的要求に取り組もうとしていませ
ん。一方、グローバル人材育成のためと、小学校からの
英語教育強化事業や、スーパーグローバルハイスクール
の拡大、国立大学を学長指導による大学組織再編を加速
させる予算配分の推進などを進めています。子どもを育
てている家庭では、義務教育段階から家計負担教育費が
増大し、高校・大学段階では過酷な負担になっています。
｢出産・子育てへの経済的支援を求める｣（49.5％：札幌
市子ども未来局アンケート）という声が大きいのです。
無利子の奨学金（第１種学資金）は、16.2万人の希望
者に対し3.2万人にしか貸与されていません。滞納者が
52.2万人に及び、3ヶ月滞納でブラックリスト入りする
と脅されています。3年目を迎えた年収910万円以上程
度の世帯の高校生から徴収した授業料で非課税世帯の高
校生に ｢奨学給付金｣ を支給するという ｢高等学校等就
学支援金制度｣ は、学びを ｢権利｣ から ｢施し｣ に変質
させています。北海道の公立学校では、精神的な健康に
不安を持っている教職員が増大し、教職員の精神疾患に
よる休職者は、高止まりのまま推移（216人：2013年度）
しています。労働時間の縮減、やりがいの持てる学校環

境が必要であり、小・中・高での35人学級実現と教職員
の増員が緊急に求められています。日本の教育予算の現
状とゆきとどいた教育を進める取り組みを交流しましょ
う。

　最近の子どもは何をするかわからないと、子どもたち
を ｢犯罪予備軍｣ とみるゼロ・トレランス、｢道徳教育｣
の名のもとで自己責任・ルール・マナーの強要が進めら
れています。不登校・登校拒否のこどもたちによりそい
支えるために、多様な運営の主体や方式のフリースクー
ルなどが、子どもの生活と学ぶ権利を保障する場づくり
のため、地道な努力を重ねています。一方、｢多様な学
び保障法（案）｣ を進める取り組みには、公設民営学校
導入の危険性などを指摘する声もあります。｢『退学者』
や『卒業生』さらには『不登校の生徒』などへのサポー
トは教員の仕事ではないと考える傾向｣ が広がっている
という指摘もあります。一方、若者サポートステーショ
ンなどとの連携を模索して、｢引きこもり｣ や就労につ
まずいた若者支援が取り組まれ、多様な人との関わり、
社会参加の場と機会、役に立つ実感などを通じて、地域
の大人や友人とともに育っていく取り組みが進んでいま
す。子ども・若者によりそい、自立を支える取り組みを
語り合いましょう。

　地域づくりと関わり、｢『つながり』『語り合い』『あり
のまま表現する』『問いをたてて探求する』『子どもが主
体で学ぶ』などを土台にした、『学びづくり』を考え、将来、
どこに行ってもある程度適応していけるような『学力』
を身につけてほしいという保護者の願いを包み込むよう
な授業づくりを考えていくことが大切だ」と報告されて
います。｢社会のことを自分で読み解き、社会と自分自
身の人生をつくる力を獲得することがみんなには必要不
可欠です。……｣ という高校・公民のシラバスが紹介さ
れています。｢『からだ』の訴えに『応える』ことを繰り
返す…長いつきあい｣ の ｢おかげで『子どもたちの生き
る世界を深く知ること』『子どもたちを支えようとする
広範な人々とつながること』を学んだ。…彼らの歩む道
を、驚いたりたじろいだり困惑したりしながらでも、共
に歩いてみることが必要だ」( 高校・養教）と報告して
います。子ども・若者の豊かな成長・発達に向き合う多様
な取り組みが進められています。子ども ･若者の成長 ･
自立を願う地域住民 ･保護者 ･教職員の多様で着実な一
歩一歩の営みを語り合い、学びあいましょう。
� （｢　｣ 内は、2014全道合研研究実践報告から）

2 貧困と格差が広がる中、子どもや若者の豊かな成長、
発達のために何ができるか語り合いましょう
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　国連子どもの権利委員会が指摘する競争主義的な教育

制度の改革にあえて背を向けているのが安倍教育改革で

す。全国一斉学力テストと学力向上策、土曜授業、小中
一貫教育、英語教育の早期化など、教育に対する行政の

押しつけが強まり、学校現場の自由や自主性が圧迫され

ています。全国一斉学力テストの結果を内申書に反映さ

せるとした大阪府知事の暴挙を文科省は単年度限りでは

あるが追認しました。高校への「基礎学力テスト」（2019
年度）と「学力評価テスト」（2020年度）の導入の動きは、
「学指導要領準拠」を高校現場に徹底させることで、す

べての高校生を競争の渦に巻き込み、いっそうの序列化

をもたらします。少子化のなかで受験産業による子ども

の囲い込み競争が熾烈となり、北海道でも難関志望校名

を掲げた模擬試験が一般的になるなど受験競争は激しさ

を増しています。

　道・道教委が10月末に発表した北海道総合教育大綱
（案）には「日本国憲法」「平和」「民主的」という語句
は全編を通じ一言もありません。「人材」という語句は

頻出しても「個人」はほとんど出てきません。教育の理

念のいちじるしい後退が懸念されます。

　90年代半ば以降、急速な新自由主義的「改革」のな

かで、格差の拡大と結果の「自己責任」を受容する雰囲

気がひろがりました。教師は「教育サービス提供者」、

生徒と保護者は「サービスの消費者」という感覚が生じ、

生徒・保護者・教職員は本来ともに学校教育を創り上げる

主体であるという意識が薄れました。この変化が「管理
と競争の教育」を蔓延させる下地となっています。
　これらの下地を塗り替え、子どもたちが人間として尊

重される教育・学校を創り上げ、とりまく困難性を打開

していく道は、保護者・国民・教職員の共同の力に依拠し

た「参加と共同の学校づくり」にあります。学習指導要
領の総則には、教育課程は学校で編成するものと明記さ

れています。それは子どもたちの現実から離れて教育は

成り立たないという教育の条理でもあります。学校現場

で同僚性を意識的に追求しながら議論を積み上げ、実践

の方向性を明らかにしようとする姿勢を貫きつつ、授業

や学校行事をはじめ教育課程・学校づくりを保護者・地域

住民・生徒参加でどのように進めていくか、多くの分科

会で議論を深めようではありませんか。それは憲法や子

どもの権利条約を活かし、子どもたちの願いにもとづき、

共同の力を発揮していくことに他なりません。「参加と

共同の学校づくり」が、押しつけの教育をはねかえす力

を内包しているのは、まさにこの点にあります。

　授業は教育の基本です。学びの場に共同の関係をつく

りつつ、自己肯定・信頼関係のなかで学力の形成をはか

ることなしに「豊かな学び」「確かな学び」は保障され
ません。子どもたちが誰でも持っているにちがいない「充

実した授業を」という願いに、まっとうに応える教育実

践とはどのようなものか、大いに議論しましょう。

　学力テスト体制が授業を変質させ、学校行事を削減さ

せ、教師たちを多忙化のなかで消耗させている状況に抗

して、部活動・学校行事など共同・連帯のドラマを創り出

すことが可能な領域が存在することを、再確認すること

が大切です。自分の思いが他者によって受けとめられた

り、他者の意見や思いを聞き相互理解できたり、対話・

交流を通じて学校が安心と楽しさの場となることは、「管

理と競争の教育」への明確な対抗軸となります。地域で

の文化活動やスポーツ活動も含め、子どもたちが様々な
表現活動を通じて成長していく姿や、大胆に活動に挑戦

して仲間を広げていく姿などを持ち寄り交流しましょ

う。子どもたちが学校・学級の主体者・当事者として教育
活動のなかで民主主義を体験し、その成果を享受できる
ような実践を意識的に追求していくことが求められます。

　2014年に批准された国連「障害者権利条約」は、障

害のある人の尊厳と権利を保障する画期的な人権条約で

す。インクルーシブ教育の対象は、障がい者のみではな
く、いじめ、不登校やひきこもり、経済的な困難など家

庭環境の困難を抱える場合、慢性疾患などの病気なども

含めた特別なニーズを持つ子どもたち全てと考えなけれ

ばなりません。厳しい競争のなかで教室に居場所を失い

特別支援学級や学校に希望を託そうとする発達障害をか

かえた子ども・保護者が増加するなか、高校における特
別支援教育が必要な生徒への指導体制の構築も視野に入
れつつ、インクルーシブな教育の裾野を一歩一歩広げて

いく取り組みを交流しましょう。

3 憲法と子どもの権利条約が生きて
輝く教育・学校・社会を学び、語り合いましょう
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　公職選挙法改正により18歳選挙権が実現し、来年夏
の参議院選挙から18・19歳の約240万人が有権者に加わ

ることになります。文科省は高校生用副教材の配布を予

定していますが、自主的・民主的な主権者教育を管理・統

制するものになる恐れがあります。国家主義や自己責任

を押し付ける「主権者教育」ではなく、民主的な主権者
教育、市民教育（シティズンシップ教育）を学校教育で
保障することが求められます。子どもたちの発達段階に

即した自由な討論と、学校づくりへの主体的参加、高校
生や若者の政治参加への促進と保障について議論を深め
ましょう。

　小中学校の「道徳」を「特別の教科」とする学習指導

要領改定が行われ、小学校では2018年度、中学校では

19年度から実施されます。検定教科書を使用して徳目

を教え、一人ひとりの子どもの心や道徳を評価し、国家

権力が国民に特定の価値観や「官製道徳」を押し付ける

もので、憲法の定める思想良心の自由を侵すことにほか

なりません。また次期学習指導要領改定案では、「規範

意識や社会制度などを高校生に教える新科目」として、

高校公民で新科目「公共」の必修化も提示されています。

民主主義社会の道徳は、個人の尊厳と人権を互いに尊重

することを基礎に置いたものです。憲法の理念に沿った

自主的・創造的な市民道徳を、学校教育全体を通じて育
んでいくとりくみについて語り学びあいましょう。

　安倍政権・文科省による「学力向上策」「土曜授業」など、

職場での議論を抜きにトップダウンで教職員に押し付け

る手法が広がっています。本来、学校や子どもの実態に

合わせてつくるべき教育課程は、その自主性・創造性を

しばられ、学校・職場の息苦しさは増大しています。山
口県の県立高校では安保法制に関する授業について不当

な教育介入が行われ、教育長が謝罪という形でそれに屈

しました。道立高校でも昨年、授業内容に道教委が介入

し、学校長に説明を求めるなどの行き過ぎた管理・統制

が行われました。そのような厳しい学校現場でも、子ど

もたちとの豊かな実践報告が寄せられています。全道各

地の教育研究集会では、子どもたち、保護者、教職員の

願いにもとづく教育を実現しようとするとりくみが粘り

強く進められています。安倍「教育再生」の弊害から学校・

子どもたちを守り、子どもたちの学ぶ意欲・能力・個性を

引きだすため、どうしたらよいのかを学び合いましょう。

　６月、文科省は人文社会科学系や教員養成系の学部・

大学院の「廃止や社会的要請の高い分野への転換」を求

める通知を出しました。安倍政権がすすめる「成長戦略」

の一環として、理系人材を求める財界の要求に応じたも

のです。日本学術会議が「（人文科学は）人間と社会の

あり方を相対化し批判的に考察する」と指摘するように、

人文科学系の役割は極めて重要です。国立大学で「日の

丸」掲揚と「君が代」斉唱が要請されるなど、権力の不

当介入により、大学の教育や研究を方向付けることは許

されません。学問の自由と大学の自治を守るとりくみに
ついて交流しましょう。

　昨年６月に公表された国際教員指導環境調査（TALIS）

の結果は、世界一多忙な日本の教員の状況を大きく伝え、
「仕事に忙殺されているうえ自己評価も低い」日本の教

職員の実態が問題となりました。文科省は「業務負担軽

減は重要」としながら、「メリハリある教員給与」の名

のもと、教職員の管理統制を強めています。多くの教職
員の献身的な犠牲によって学校教育は成り立っている現

状について認識を共有し、社会問題となっている教員の

多忙化を改善する手立てについて考えましょう。

　文科省は「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置関

する手引きの策定について」を１月に通知し、行政主導

で学校統廃合をすすめようとしています。北海道では
21％の市町村で小学校が１校しかなく、48％で中学校

が１校しかありません。高校では2020年度に、0～ 1

校の市町村が83％にもなる予定です。学校は教育機関

として役割だけではなく、地域のスポーツ、文化、生涯

教育、産業、防災の拠点であり、コミュニティの中核で

す。地教行法が「改正」され、教育に関する首長の権限

が強化されましたが、子どもや保護者、地域住民、教職

員の声が反映される参加と共同の学校づくりをすすめて
いくことが、民主的な地方教育行政を実現する第一歩で
す。学校と教育を、子どものすこやかな成長・発達を保

障するものへと前進させ、ゆきとどいた教育を全道に広

げるため、大いに議論を深めましょう。

4 学問と教育の自由を守り、教職員が希望を持って
教育できる学校の姿について語り合いましょう
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分科会研究課題
分科会役員

国 語 教 育第 １ 分 科 会

外 国 語 教 育第 ２ 分 科 会

◇共同研究者

◇共同研究者

◇司　会　者

◇司　会　者

荒木�美智雄（長沼高校）　　馬場雅史（DCI 札幌）

武田克伸（東海大札幌）　　大原雅樹（札幌市東園小学校）

鈴木史朗（元教育大釧路校）　　犬上達也（南富良野中学校）

河野　晃（北見支援学校）　　熊木啓二（有朋高校）

斉藤鉄也（厚岸町太田小学校）　　市来　健（江差小学校）

関山信雄（釧路商業高校）　　菅野信一（厚沢部町鶉中学校）

⑴　国語教育の現状と中心課題
①　子どもの学力の実態と国語教育の現状

②　改訂習指導要領・道徳教育の強制など教科書の問題

点と教育課程づくり・自主教材の内容充実

③　研究の組織化と日常のとりくみ

⑵　日本語教育―小 ･中 ･高の関連を明確にして
①日本語の基礎（音声・文字・語彙・文法・漢字漢語教育な

ど）をどう教えるか

②子どもの日本語の学力問題

⑶　言語活動教育
①読み方教育 ･文学教育（文学的文章 ･現代文学・古典

文学 ･説明的文学 ･評論教材）の内容と指導法

⑴�　外国語教育の現状と課題―生徒の学力の実態・外国

語教育の現状と今後をとらえ、実践と研究を明らかに

する
①外国語教育の目的と全体構造を明らかにする

②学習指導要領の問題点を実践的・理論的に明らかにす

る

③評価方法と課題を明らかにする

④小学校での外国語活動の実態と課題を明らかにする

⑵　外国語教育の内容と方法
①言語体系（音声・文字・語彙・文法）の教育内容と方法

②作文 ･つづり方教育（韻文 ･小論文などを含む）

③自主教材の発掘・研究（憲法の教育・平和教育・北海道

の文学）

⑷　読み聞かせ ･読書活動

を明らかにする

②言語活動（音声コミュニケーションと文字コミュニケ

ーション）の教育内容と方法を明らかにする

③取り上げる材料の選定・掘り起こしを行い、その指導

過程を明らかにする
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数 学 教 育第 ４ 分 科 会

社 会 科 教 育第 ３ 分 科 会

理 科 教 育第 ５ 分 科 会

◇共同研究者

◇共同研究者

◇共同研究者

◇司　会　者

◇司　会　者

◇司　会　者

須田勝彦（元北海道大学）　　吉田陽一（道数協）

高橋哲男（海星学院高校）　　成田　收（道数協）

伊藤雅康（札幌学院大学）　　平井敦子（北海道歴教協）

前田輪音（教育大札幌校）　　山川　功（釧路市鳥取西小学校）

本庄十喜（教育大札幌校）

大野栄三（北海道大学）　　梅津徹郎（北海道文教大学）

田中邦明（教育大函館校）　　境　智洋（教育大釧路校）

但木　功（小樽市潮見台小学校）　　真鍋和弘（札幌英藍高校）

清水貞人（札幌大通高校）　　山田美彦（釧路市大楽毛中学校）

渋谷美和（苫小牧市凌雲中学校）　　藤田省吾（森高校）

角谷悦章（帯広緑陽高校）

篠原　暁（沼田町教育委員会）　　中山裕一（根室市厚床中学校）

宗像利忠（室蘭清水丘高校）

⑴�　「数学は本当におもしろいんだなあ」という気持ち

にさせるにはどうしたらよいか

⑵�　楽しみながら、数学の世界が見える教材にはどんな

ものがあるか

⑶�　子どもの学習意欲をもり上げる数学教育とはどんな

ものがあるか

⑴�　社会科・地歴科・公民科教育を取り巻く現状と課題の検討
　�安全保障関連法案、次期学習指導要領、18歳選挙権、

「政治的中立」、歴史認識、原発・震災、教科書採択　

など

⑵�　社会科・地歴科・公民科教育の実践を共有し、その内

容・方法のあり方をさぐる
①小学校社会科実践のあり方について

②地理教育実践のあり方について

③歴史教育実践のあり方について

④憲法・経済教育（公民教育）実践のあり方について

⑤ FW・総合的アプローチ・修学旅行等実践のあり方につ

⑴�　子どもが楽しみながら自然科学の基礎を着実に学ぶ

ことができる授業をどのようにつくるか

⑵�　子どもと教師の意欲を引き出す、わくわく実験やも

のづくり教材をどのように開発するか

⑶�　「地域の自然」をどのように教材化するか

⑷�　「自然科学教育が育てる学力」を身につけることが

できる教育課程をどのようにつくるか

いて

⑥社会科・地歴科・公民科を通した教育課程のあり方につ

いて

美 術 教 育第 ６ 分 科 会

◇共同研究者

十河幸喜（江差高校）　　上野秀実（釧路江南高校）

茶谷裕樹（美深町仁宇布中学校）　　大崎智尋（札幌白陵高校）

⑴�　子どもたちを取り巻く様々な状況・実態を明らかに

し、美術教育によって身に付けることのできる力をど

のように育ててゆくかを現場の実践を通して研究を深

める

⑵�　作品制作や鑑賞を通し、子どもたちが主体的に自己

の感性を高め、達成感や心からの感動を味わうことが

できる授業や教材について研究する
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④新学習指導要領と教育課程の編成

音 楽 教 育第 ８ 分 科 会

書 教 育第 ７ 分 科 会

技 術 ・ 職 業 教 育第 ９ 分 科 会

◇共同研究者

◇共同研究者

◇共同研究者

◇司　会　者

◇司　会　者

◇司　会　者

石窪　満（中学校講師）　　渡辺　健（札幌市清田小学校）

野坂武秀（音更高校）　　伊丸岡圭一（東川高校）

倉部静雄（岩見沢東高校）　　町井輝久（元北海道大学）

上原慎一（北海道大学）

山口政世（釧路市城山小学校）　　

富田暁美（旭川市東町小学校）

中谷幸代（砂川高校）　　磯角広一（苫小牧西高校）

樋上　諭（旭川工業高校）　　工藤英太郎（福島商業高校）

内糸俊男（江差北中学校）

⑴�　音楽教育の問題点とその解決の方向性を明らかにする

⑵�　生きいきとした音楽の授業はどうしたらつくれるのか

　�　そのための教材、子どもの見方、目標の設定と評価、

授業方法を実践的に解明していく

⑶�　主体的な全校音楽文化活動のあり方とその実践づくり

⑷�　子どもの成長発達に即した音楽教育の展望を明らか

にする

⑴�　正しく美しい文字を書きたい、思いや感情を込めた

文字表現をしたい、自己の存在を何らかの形で確かめ

たいという子どもたちへの指導・援助のあり方を考え

る

⑵�　真の意味での「生きる力」を、書写・書教育を通じ

て習得できるようにするための教材・課題選びについ

て考える

⑶�　子どもたちをとりまく今日の社会や教育の現状を検

⑴　技術・職業教育をめぐる状況
①生徒をとりまく状況（学習・生活・進路）

②教育条件の整備と北海道の教育政策

③学校間連携・地域との連携

④キャリア教育と技術・職業教育

⑵　教育実践と学校づくり
①中学校の教育実践（技術科）

②高等学校の教育実践（専門学科）

③職業教育・職業訓練と学力保障

討し、子どもたちの「育ち」にとって、書教育がもつ

可能性について検討する

家 庭 科 教 育第１０分科会

◇共同研究者

◇司　会　者

青木香保里（愛知教育大学）　　増渕哲子（教育大札幌校）

内藤しをり（小清水高校）　　岩佐美和子（雄武高校）

日下恵子（せたな町大成中学校）　　福間あゆみ（滝川西高校）

⑴�　総合的に学ぶ家庭科で子どもが主体となる学びをど

うつくるか
①子どもの生活の現状をどうとらえるか

②小 ･中 ･高の現状はどうなっているか

③家庭科における子ども主体の学びをどうつくるか

⑵　これからの家庭科教育
①学習指導要領・教科書と家庭科

②家庭科教育に関わる条件整備
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保 健 ・ 体 育 教 育第１１分科会

総合学習・生活科第１２分科会

◇共同研究者

◇共同研究者

◇司　会　者

◇司　会　者

大瀬　隆（札幌学院大学）　　中島義夫（中標津東小学校）

樋口雅子（八雲中学校）　　高松葉子（旭川東高校）

荒井眞一（札幌大谷大学）　　前田賢次（教育大札幌校）

村越含博（岩見沢市日の出小学校）

間山純子（神恵内中学校）　　阿部佳苗（白老東高校）

三野宮公恵（音威子府小学校）

小宮秀紀（南幌養護学校）　　

内藤修司（稚内東小学校・宗谷教組専従）

《学校保健分散会》
⑴　学校保健の実践的課題
①子どもの健康・発達を保障する健康診断をどう創造し

ていくか

②健康認識をどう育てるか

③様々な発達課題に向き合う子ども・青年の自立をどう

援助するか

④自主的な保健委員会活動をどう育てるか

⑤民主的な学校保健づくりと地域・父母との連携

⑵　学校保健の現状と課題
①子どもの健康・発達実態とその課題

②健康診断、予防接種、スクールカウセラー、特別支援

教育のあり方、いじめ問題をめぐる状況の交流

③保健指導（性教育を含む）の実践交流

④脱ゆとり教育・学力偏重主義が子どもたちに与える影

響と課題

⑴�　「総合」の授業づくりにおけるアプローチとその成

果についての検討
①学習者の要求（学びたいこと）と教師の要求（学ばせ

たいこと）の統一にどうとりくんだのか

②目標設定における知識・技能・情意の統一にどうとりく

んだのか

③子どもにどのような力がついたのか、その検証はどの

ように行いうるのか

⑵�　「生活」の授業づくりにおけるアプローチとその成

果についての検討
特に体験によって学ばれたことを、具体的に子どもの学

習の成果から厳密に検証を図る

⑤学校保健をめぐる教育条件と養護教諭の権利問題の現

状と課題

⑥全校配置・複数配置運動前進のための取り組み

《保健体育分散会》
⑴　教育課程の編成と改善・充実

⑵　保健体育の授業研究、実践交流と今後の課題
①体育の授業実践の交流

②誰でもできる授業の交流

⑶　部活動・少年団・体育的行事の実践交流

⑶�　総合・生活科と、学校づくりや教育課程との関係の

在り方を探る

⑷�　私たちが、総合・生活科でつけたい「学力」とは何か？
①地域の学力とは何か

②誰の、何のための学力か



16 分科会研究課題

学校と家庭の生活指導第１４分科会

教育課程と子どもの学力評価第１３分科会

教育条件確立の運動第１５分科会

◇共同研究者

◇共同研究者

◇共同研究者

◇司　会　者

◇司　会　者

◇司　会　者

橋本尚典（札幌市あいの里東中学校）　　

黒谷和志（教育大旭川校）　　瓜屋　譲（元小学校教員）

井上大樹（北海道文教大学）　　山田守成（夕張高校）

松代峰明（旭川南高校）　　谷　光（北海道子どもセンター）

西山正一（白糠小学校）　　粟野正紀（教育大札幌校）

松野修江（札幌東高校）

尾張　聡（有朋高校）　　平本佳也（帯広市大空小学校）

石森由香利（芽室高校）

米家直子（池田高校）　　中山晴生（上ノ国小学校）

永島敦史（枝幸小学校）　　

松井聖司（北海道高等聾学校）

⑴　北海道の各地域に見られる子どもの生活状況
①発達に刻み込まれた『貧困』状況と発達要求を交流し、

つかむ

②『学力』問題、ゼロトレランスに揺れる学校で子ども

たちはどうなっているのかを交流する

⑵　安心できる居場所づくりと自信を生み出す活動
①「学校」「教室」に安心できる居場所をどのようにつ

くり出したのか

②発達要求にもとづいた自信を生み出す活動をどのよう

につくり出したのか

⑶　子どもの現実と響き合う自治活動
①子どもと子ども、子どもと大人が語り合い、対話・討論・

討議のなかでどのような合意をつくり出したのか

⑴�　子ども ･生徒の学力と発達の現状、小中学校におけ

る「全国学力・学習状況調査」の影響

⑵　教育課程づくりのとりくみと課題

⑶�　すべての子ども ･生徒に確かな学力と発達を保障す

る、わかる授業と総合学習

⑷�　子ども ･生徒の自治能力を育てる学級活動・部活動・

生徒会活動など、それらを通じた学校づくり

⑸　子どもたちの発達を保障する評価

⑴�　国と地方、地方自治体の教育予算の問題点と子ども・

教育への影響
①義務教育費国庫負担金や就学援助費の削減、学校統廃

合・学校現業職「委託化」・「道立学校支援室」設置と

その影響、私学助成の抑制と実態など

②「貧困と格差」拡大が子ども・教育に及ぼす影響、「高

校就学支援金制度」問題、給食費・教材費などの学校

徴収金の実態など

⑵�　教育費無償化、ゆきとどいた教育を求める運動の進

め方
①少人数学級の実現、教職員定数増と労働条件の改善

②『遊び』や『学び』を通して、平和的で共感的な世界

をどのようにつくりだしたのか

⑷　子どもをまん中においた共同
①子育て・教育実践の悩みを語り合う関係づくり

②子どもの発達を支援するネットワーク

⑹�　「道徳教育」押しつけの実態と、民主的人格をめざ

す道徳の実践

②子どもの学習権と地域の教育を守る運動

③子ども・青年の修学保障、私学助成の拡充など教育予

算充実の運動



17分科会研究課題

地域における子育て・学習運動第１７分科会

子ども、父母参加の学校づくり第１６分科会

地域と学校の文化・スポーツ活動第１８分科会

◇共同研究者

◇共同研究者

◇共同研究者

◇司　会　者

◇司　会　者

◇司　会　者

河野和枝（北星大学大学）　　鈴木敏正（札幌国際大学）

大坂祐二（名寄市立大学）　　山下由紀夫（北翔大学）

若原幸範（稚内北星学園大学）

西野　誠（当麻町宇園別小学校）　　廣田　健（教育大釧路校）

久保田直子（元北星余市高校）

桑原　清（教育大札幌校）　　櫻井幹二（札幌厚別高校）

下間隆雄（釧路商業高校）

小西保範（枝幸町教育相談員）　　

沢村紀子（さっぽろ子育てネットワーク）

渡来和夫（湧別高校）　　古川正史（礼文町香深中学校）

荒井　到（講釈師　荒到夢形）　　

佐々木一次（札幌市栄小学校）

⑴　学校・地域における新たな動き
①新自由主義（市場原理）に基づく教育体制の再編、効

率主義の強化と格差の拡大（学校教育法、社会教育法

の改定など）

②市町村合併と学校統廃合による教育施設の格差拡大

③学校教育における学力と評価「地域の教育力」の問い

直し

④「子ども・子育て支援新制度」導入に伴う課題

⑵　地域における子育ての共同をどう広げるか
①子育てについての親たちの悩み

②子育てと学校教育の接点をどうつくるか

⑴�　子どもと学校、家族・家庭、地域の現状を、教育政

策との関係を踏まえて、しっかりとつかむこと

⑵�　子ども、保護者と教職員、そして地域による学校づ

くりの実践交流をすること

⑶�　教職員集団の実態を踏まえ、同僚性を高め、教育的

力量をどのように高めあうか。授業づくりや自治活動

を中心としながら、�教育活動と民主的学校づくりを共

同的・創造的にすすめていくために何が必要かを明ら

かにすること

⑷�　学校づくりにおけるＰＴＡ、教職員組合、行政の役

割をどうとらえ、その役割を発揮していくために何が

必要か明らかにすること

⑸�　政治が教育に大きく介入する情勢の下、「日の丸・君

⑴�　政治や経済の動きが、文化・スポーツ活動にどのよ

うな影響を与えているのか。また、過剰な情報化社会

が進展する中、子どもたちの現状はどのようになって

いるのか

⑵�　地域における文化・スポーツ活動をどのように進め

たか
（演劇・合唱・郷土・民族芸能・伝統行事・読書・読み聞か

せ・図書館・スポーツサークル・学童保育など）

⑶�　学校における文化的・体育的活動をどのように進め

たか
（学校行事・生徒会行事・部活動・学校図書館・読書活動な

③地域における子育てネットワークをどう広げるか

④地域における子育ての共同と公的支援

が代通知」「情報提供制度」などの教職員と学校を上

から縛る政策や、「教職員評価制度」「査定昇給制度」

など教職員への管理統制が進められる中、これからの

学校づくりの課題を明らかにすること

⑹�　地域の衰退と「子どもの貧困」が進む中、福祉的支

援がある学校づくりの視点を明らかにすること

ど）

⑷�　地域の文化活動・行事、スポーツ少年団などの現状

はどのようになっているのか



18 分科会研究課題

障害児・障害者の教育と福祉第２０分科会

国民のための大学づくり第１９分科会

◇共同研究者

◇共同研究者

◇司　会　者

◇司　会　者

岡山英次（チャレンジキャンパスさっぽろ）

永島宏人（北ひろしま福祉会法人本部）

戸田竜也（教育大学釧路校）　　村田　修（静内ペテカリの園）

二通　諭（札幌学院大学）　　

北村典幸（あかしあ労働福祉センター）

小渕隆司（教育大釧路校）　　渡邉　悌（帯広市児童相談所）

玉島孝之（美唄養護学校）

白木沢旭児（北海道大学）　　姉崎洋一（北海道大学）

光本　滋（北海道大学）　　木戸口正宏（教育大釧路校）

片山一義（札幌学院大学）

中川　大（教育大札幌校）

西村宏志（新篠津高等養護学校）　　

菱木淳一（夕張高等養護学校）

市橋博子（釧路養護学校）　　中川雅人（平取養護学校）

小野島直彦（南幌養護学校）　　杉田文義（余市養護学校）

田中豊一（白糠養護学校）

⑴　小学校・中学校における特別支援教育の実践と課題
①通常学校における特別な支援や配慮の必要な子どもの

教育の現状と課題

②通級指導教室の教育の現状と課題

③障害児学級の教育の現状と課題

⑵　障害児学校における教育実践と課題
①乳幼児期から学齢期までの相談・保育・教育・福祉の現

状と課題

②訪問教育、医療的ケア、重度・重複障害児の教育の現

状と課題

③寄宿舎教育の役割と教育実践

④「特別支援教育」の諸問題

⑶�　青年期における特別な支援や配慮の必要な子どもの

教育および就労・社会参加に関る現状と課題
①「高等部の在り方」報告に関わる課題

②高等養護学校の教育実践、進路保障、専攻科の課題

③通常高等学校における特別な支援や配慮の必要な子ど

もの教育の現状と課題

④自立支援法の問題点と自立を可能とする生活保障の問

⑴�　高大接続と大学改革の動向、それらが教育に及ぼす

影響を明らかにする
①高校生の学力と高校教育の変化、大学教育への影響

②大学入試制度改革の動向（「基礎学力テスト」、センタ

ー試験・個別試験の改革、受験産業の影響）

③安倍政権の下、グローバル企業の要求と経済政策への

従属を強める大学政策の動向

④目標・評価と経営改革を通じた統制（「ガバナンス改

革」）は、教育・研究の現場に何をもたらしているか

⑤教員養成・研修政策（教員養成・資格制度、免許更新制、

教職大学院）の動向と問題点を解明する

⑵　国民のための大学創造のとりくみ、実践的課題
①科学者と大学の社会的責任―研究不正、東日本大震災・

福島第一原発事故の教訓

題

⑤卒業後の新たな取り組みの実践と課題

※１日目は「子ども理解」をテーマにシンポジウムを行

います

②誰もが学ぶことのできる高等教育の創造（公費支出の

拡充、生涯教育との連携）

③望ましい高大接続のあり方の探究（大学との関係を視

野に入れた高校の学習・進路指導、高大連携）

④学生・教職員協働による研究・教育の創造

⑤学生の進路と社会的権利の保障

⑥教職員の賃金、健康、労働条件を守るとりくみ



19分科会研究課題

環境・公害と教育第２１分科会

◇共同研究者

◇司　会　者

江見清次郎（元北海道大学）

寺島一男（大雪と石狩の自然を守る会）

日下哉（北海道自然エネルギー研究会）

金澤裕司（羅臼町教育委員会）

三好敬一（札幌西高校）　　大浦康宏（羅臼中学校）

植木玲一（札幌啓成高校）

地域における自然・環境問題、学校・地域における自然保

護教育・環境教育をみつめ、課題や問題点を科学的・総合

的にとらえ、それに基づいて我々が何をなすべきかを問

い、明らかにします

⑴�　地域の自然・環境問題について、自然保護教育がど

う行われ、子どもたちや地域住民にどう受け止められ

ているのか、それぞれのとりくみついて交流し、課題

を明らかにしましょう

　�　生物多様性、外来種・生態系、希少種、自然の豊かさ、

自然体験などをキーワードに討議を深めましょう

　�　自然と人間の距離が今日ほどかけ離れてしまった時

代は、かつてなかったかも知れません。この状況の中

で自然への畏敬の念を育み、生命を慈しむ心情を育て

るにはどのような自然体験、環境教育が必要かについ

て考えましょう

⑵�　６月頃からの台風の発生、大型化、局所的豪雨や猛

暑など大きな被害が発生させる異常気象をもたらして

いる気候変動の実情と原因について学びましょう

　�　地震や火山噴火による災害など自然環境としなやか

に共生しつつ被害をいかにして軽減するかについて考

えましょう

⑶�　福島第一原発事故から四年半余り、事態は現在も全

く収束しておらず、我々に大きな問題を投げかけ続け

ています。その一方で鹿児島県の川内原発が再稼働す

るなど、電力各社、政府は再び「安全神話」を宣伝し

つつ原発の再稼働を画策し、海外への原発輸出も画策

しています

　�　しかし、福島では内部被曝による影響と疑われる事

象も報告され始めています

　�　深刻化する汚染水問題をどうするのか、原発の安定

的な収束をどう行うのか、放射能汚染にどう対処する

のか、人類は原発と共存できるのか、原発に替わるエ

ネルギーをどうするのか、これらの問題に正面から向

き合い、議論しましょう

⑷�　気候変動の原因となっていると考えられる地球温暖

化問題とグローバリズム経済によって拡大する地球規

模の経済格差について、学校・地域でどう取り上げら

れ実践されているのか、現状と課題を考えましょう

⑸�　運動や教育実践の中で、教師・研究者・地域住民の横

の連携、ネットワークの現状は、どのようになってい

るのか。連携を深める仕組み作りや課題を明らかにし

ましょう



20 分科会研究課題

子ども ･青年の発達と教育第２３分科会

◇共同研究者

◇司　会　者

内島貞雄（教育科学研究会）　　庄井良信（教育大学札幌校）

池田考司（奈井江商業高校）　　飛田登美夫（元中学校教員）

吉田圭子（札幌市新川西中学校）

⑴�　子ども・家庭・学校・地域の現状を出し合い、その深

い理解を図る
①子どもの声・文章を持ち寄り、検討する　

②具体的事例から、分析、共有を図る

⑵�　子ども・青年の生活と発達の保障・援助という観点か

らの報告と検討を総合的に行う
①実践報告から、その分析と共有の中で、現代日本社会

における子ども・青年の生活と発達について考える

②学校以外での実践や活動の報告を受け、発達援助のあ

り方を総合的に検討する

⑶�　子ども・青年の発達援助に関わる方々の困難と希望

を話し合う
①教師だけでなく、幅広い発達援助職の方々との交流と

対話を通して連携と共同のあり方を深める

②子ども・青年の発達と教育分科会の価値の再認識を図

る

平和・憲法　人権・民族と教育第２２分科会

《平和・憲法》
　昨年夏「集団的自衛権」の閣議決定により、「戦争の

できる国づくり」が具体的に始まりました。そして今年

「安保関連法案」法制化が加速しているのはご承知の通

りです

　戦後70年の節目の年を迎え、この法案とからめ「平和」

への取り組みをどう構築していくのか、その実践と理論

を学びあいましょう

⑴�　「安全保障関連法案」により、日本はどうなるのか。

そしてそれに対する私たちの理論立てをどう進めてい

くのか

⑵�　同時に憲法を守る運動をどのように展開していくの

か

⑶�　戦後70年、「文化としての平和」を地域や教育現場

でどのように展開していくのか

《人権・民族と教育》
⑴�　アイヌ民族その他の民族的少数者が日本社会の中で

直面している課題を明らかにし、その克服のすじみち

を考えます

⑵�　アイヌ民族その他の民族的少数者の歴史と現状にか

かわる課題を、教育実践としてどう取りあげたか、そ

の成果を交流します

⑶�　国際社会や国内情勢の中で、少数者であるために、

差別・無視・排除など様々な「人権」侵害に遭遇してい

る人々の例について理� 解を深め、「人権」感覚の深

化と、つながり合う行動への契機を探ります

◇共同研究者

◇司　会　者

簑口一哲（帯広農業高校）　　神保大地（さっぽろ法律事務所）

内山　博（旅システム）　　原島則夫（ほっかい新報）

小川隆吉（アイヌ協会札幌支部顧問長老会議）

清水裕二（少数民族懇談会）

菊池俊造（高退教）　　野上徹哉（江別高校）

滝沢　正（北海道歴教協）
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不登校 ･登校拒否 ･高校中退第２４分科会

◇共同研究者

◇司　会　者

田中　敦（北星学園大学附属高校「教育相談室」）　

卜部喜雄（高校教育研究所）

相馬契太（北海道フリースクールネットワーク）

平野純生（北星学園余市高校）　　多田和夫（元小学校教員）

新保　敦（旭川工業高校）

⑴�　不登校 ･登校拒否 ･高校中退・ひきこもりの現状の

認識を深める
①小・中・高・地域の実態の変化

②「経済格差」「子どもの貧困」の実態

⑵　解決に向け、どのようにとりくんでいるか
①文科省の「対策」について検討

②進路・就労の実態

③全道の支援機関の交流とネットワーク

④親の会の活動と願い

⑶　私たちができることを考える

①公的支援の充実をより強く求める活動

②青年期以降の就労の契機や情報のあり方
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池田 賢太 石田 明義 内田 信也 小野寺信勝 香川 志野 加藤 丈晴

笹森 学 佐藤 哲之 佐藤 博文 中島 哲 長野 順一 川上 有

橋本 祐樹 廣谷 陸男 三浦 桂子 山田 佳以 渡辺 達生

北海道高等学校教職員センター5階
札幌市中央区大通西12丁目

北 海 道 合 同 法 律 事 務 所
  わたしたちは自由法曹団の伝統をうけつぐ地域密着型の事務所として，市民の皆様が抱える多様な法律問題の
解決に取り組んでいます。心配事やもめごとは，一人で悩まず，17名の個性豊かな弁護士にご相談下さい。

検索北海道合同法律事務所

お問い合わせは ０１１－２３１－１８８８

○初回相談料無料（４０分）

<札幌弁護士会所属(男14名、女3名)>

★夜間相談もあります

★予約をお願いします
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　日本国民は、正当に選挙された国会におけ

る代表者を通じて行動し、われらとわれらの

子孫のために、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を

確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍

が起ることのないやうにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、こ

の憲法を確定する。そもそも国政は、国民の

厳粛な信託によるものであつて、その権威は

国民に由来し、その権力は国民の代表者がこ

れを行使し、その福利は国民がこれを享受す

る。これは人類普遍の原理であり、この憲法

は、かかる原理に基くものである。われらは、

これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排

除する。

　日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相

互の関係を支配する崇高な理念を深く自覚す

るのであつて、平和を愛する諸国民の公正と

信義に信頼して、われらの安全と生存を保持

しようと決意した。われらは、平和を維持し、

専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除

去しようと努めてゐる国際社会において、名

誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全

世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、

平和のうちに生存する権利を有することを確

認する。

　われらは、いづれの国家も、自国のことの

みに専念して他国を無視してはならないので

あつて、政治道徳の法則は、普遍的なもので

あり、この法則に従ふことは、自国の主権を

維持し、他国と対等関係に立とうとする各国

の責務であると信ずる。

　日本の国民は、国家の名誉にかけ、全力を

あげてこの崇高な理想と目的を達成すること

を誓ふ。

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第９条　日本国民は、正義と秩序を基調とす

る国際平和を誠実に希求し、国権の発動た

る戦争と、武力による威嚇又は武力の行使

は、国際紛争を解決する手段としては、永

久にこれを放棄する。

②　前項の目的を達するため、陸海空軍その

他の戦力は、これを保持しない。国の交戦

権は、これを認めない。

〔基本的人権〕

第11条　国民は、すべての基本的人権の享有

を妨げられない。この憲法が国民に保障す

る基本的人権は、侵すことのできない永久

の権利として、現在及び将来の国民に与へ

られる。

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉〕

第12条　この憲法が国民に保障する自由及び

権利は、国民の不断の努力によつて、これ

を保持しなければならない。又、国民は、

これを濫用してはならないのであつて、常

に公共の福祉のためにこれを利用する責任

を負ふ。

〔個人の尊重〕

第13条　すべての国民は、個人として尊重さ

れる。生命、自由及び幸福追求に対する国

民の権利については、公共の福祉に反しな

い限り、立法その他の国政の上で、最大の

尊重を必要とする。

〔平等原則・貴族制度の否認・栄典の限界〕

第14条　すべての国民は、法の下に平等であ

って、人種、信条、性別、社会的身分又は

門地により、政治的又は社会的関係におい

て差別されない。

〔奴隷的拘束及び苦役からの自由〕

第18条　何人も、いかなる奴隷的拘束も受け

ない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いて

は、その意に反する苦役に服させられない。

〔思想及び良心の自由〕

第19条　思想及び良心の自由は、これを侵し

てはならない。

〔信条の自由〕

第20条　信教の自由は、何人に対してもこれ

を保障する。いかなる宗教団体も、国から

特権を受け、又は政治上の権力を公使して

はならない。

②　何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は

行事に参加することを強制されない。

③　国及びその機関は、宗教教育その他いか

なる宗教的活動もしてはならない。

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保

護〕

第21条　集会、結社及び言論、出版その他一

切の表現の自由は、これを保障する。

②検閲は、これをしてはならない。通信の秘

密は、これを侵してはならない。

〔居住・移転・職業選択の自由、外国居住・国

籍離脱の自由〕

第22条　何人も、公共の福祉に反しない限り、

居住、移転及び職業選択の自由を有する。

②　何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱

する自由を侵されない。

〔学問の自由〕

第23条　学問の自由は、これを保障する。

〔生存権・国民生活の社会的進歩向上に努め

る国の義務〕

第25条　すべて国民は、健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を有する。

②　国は、すべての生活部面について、社会

福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増

進に努めなければならない。

〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕

第26条　すべて国民は、法律の定めるところ

により、その能力に応じて、ひとしく教育

を受ける権利を有する。

②　すべて国民は、法律の定めるところによ

り、その保護する子女に普通教育を受けさ

せる義務を負ふ。義務教育は、これを無償

とする。

〔労働の権利・義務、労働条件の基準、児童

酷使の禁止〕

第27条　すべて国民は、勤労の権利を有し、

義務を負う。

②　賃金、就業時間、休息その他の勤労条件

に関する基準は、法律でこれを定める。

③　児童は、これを酷使してはならない。

〔労働者の団結権・団体交渉権その他団体行

動権〕

第28条　勤労者の団結する権利及び団体交渉

その他の団体行動をする権利は、これを保

障する。

〔公の財産の用途制限〕

第89条　公金その他の公の財産は、宗教上の

組織若しくは団体の使用、便益若しくは維

日本国憲法〔抜粋〕( )１９４６年11月３日公布
１９４７年５月３日施行
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第３条（子どもの最善の利益）

１　子どもに関するすべての措置をとるに当

たっては、公的若しくは私的な社会福祉施

設、裁判所、行政当局又は立法機関のいず

れによって行われるものであっても、子ど

もの最善の利益が第一義的に考慮されるも

のとする。

第６条（生命への権利、生存・発達の確保）

１　締約国は、すべての子どもが生命に対す

る固有の権利を有することを認める。

２　締約国は、子どもの生存及び発達を最大

限可能な限り確保する。

第12条（意見表明権）

１　締約国は、自己の意見を形成する能力の

ある子どもがその子どもに影響を及ぼすす

べての事項について自由に自己の意見を表

明する権利を確保する。この場合において、

子どもの意見は、その子どもの年齢及び成

熟度に従って正当に重視されるものとする。

第13条（表現・情報の自由）

１　子どもは、表現の自由についての権利を

有する。この権利には、口頭、手書き若し

くは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他

の方法により、国境とのかかわりなく、あ

らゆる種類の情報及び考えを求め、受け及

び伝える自由を含む。

第14条（思想・良心・宗教の自由）

１　締約国は、思想、良心及び宗教の自由に

ついて子どもの権利を尊重する。

第15条（結社・集会の自由）

１　締約国は、結社の自由及び平和的な集会

の自由についての子どもの権利を認める。

第23条（障害児の権利）

１　締約国は、精神的又は身体的な障害を有

する子どもが、その尊厳を確保し、自立を

促進し、社会への積極的な参加を容易にす

る条件の下で十分かつ相応な生活を享受す

べきであることを認める。

第27条（生活水準への権利）

１　締約国は、子どもの身体的、精神的、道

徳的及び社会的な発達のための十分な生活

水準についてのすべての子どもの権利を認

める。

第28条（教育への権利）

１　締約国は、教育への子どもの権利を認め

るものとし、この権利を漸進的にかつ機会

の平等を基礎として達成するため、特に…

（以下、省略）。

第29条（教育の目的）

１　締約国は、子どもの教育が次のことを指

向すべきことに同意する。

　（ａ）　子どもの人格、才能並びに精神的及

び身体的な能力を本来可能性としてもつ

最大限まで発達させること。

　（ｂ）　人権及び基本的自由並びに国際連合

憲章にうたう原則の尊重を育成すること。

　（ｃ）　子どもの父母、子どもの文化的アイ

デンティティ、言語及び価値観、子ども

の居住国及び出身国の国民的諸価値並び

に自己の文明と異なる文明に対する尊重

を育成すること。

　（ｄ）　すべての人民の間の、種族的、国民

的及び宗教的集団間の並びに先住民であ

る者の間の理解、平和、寛容、両性の平

等及び友好の精神に従い、自由な社会に

おける責任ある生活のために子どもに準

備させること。

　（ｅ）　自然環境の尊重を育成すること。

第30条（少数者・先住民の子どもの権利）

　　種族的、宗教的若しくは言語的少数民族

又は先住民である者が存在する国において、

当該少数民族に属し又は先住民である子ど

もは、その集団の他の構成員とともに自己

の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ

実践し又は自己の言語を使用する権利を否

定されない。

第31条（休息・余暇・遊び、文化的・芸術的

生活への参加）

１　締約国は、休息及び余暇についての子ど

もの権利並びに子どもがその年齢に適した

遊び及びレクレーションの活動を行い並び

に文化的な生活及び芸術に自由に参加する

権利を認める。

＊政府訳を基本とし、部分的にユニセフ訳を

採用しています。

＊政府訳の「児童」は、すべて「子ども」と

いう表現におきかえています。

＊各条文の見だしは『10改訂ポケット版・子

どもの権利ノート』（子どもの権利・教育・

文化全国センター）に掲載されているもの

を採用しています。

持のため、又は公の支配に属していない慈善、

教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出

し、又はその利用に供してはならない。

〔憲法改正の発議・国民投票・公布〕

第96条　この憲法の改正は、各議員の総議員の

３分の２以上の賛成で、国会が、これを発議

し、国民に提案してその承認を経なければな

らない。この承認には、特別の国民投票又は

国会の定める選挙の際行はれる投票において、

その過半数の賛成を必要とする。

②　憲法改正について前項の承認を経たときは、

天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成す

るものとして、直ちにこれを公布する。

第10章　最高法規

〔基本的人権の由来特質〕

第97条　この憲法が日本国民に保障する基本的

人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力

の成果であつて、これらの権利は、過去幾多

の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託さ

れたものである。

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の尊厳〕

第98条　この憲法は、国の最高法規であつて、

その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務

に関するその他の行為の全部又は一部は、そ

の効力を有しない。

②　日本国が締結した条約及び確立された国際

法規は、これを誠実に遵守することを必要と

する。

〔憲法尊重擁護の義務〕

第99条　天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、

裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し

擁護する義務を負ふ。

子どもの権利条約〔抜粋〕( )１９９４年５月22日発効
１９８９年11月20日国連採択
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　われらは、さきに、日本国憲法を確定し、

民主的で文化的な国家を建設して、世界の平

和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示

した。この理想の実現は、根本において教育

の力にまつべきものである。

　われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平

和を希求する人間の育成を期するとともに、

普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造

をめざす教育を普及徹底しなければならない。

　ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の

目的を明示して、新しい日本の教育の基本を

確立するため、この法律を制定する。

第一条（教育の目的）　教育は、人格の完成

をめざし、平和的な国家及び社会の形成者

として、真理と正義を愛し、個人の価値を

たつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精

神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を

期して行われなければならない。

第二条（教育の方針）　教育の目的は、あら

ゆる機会に、あらゆる場所において実現さ

れなければならない。この目的を達成する

ためには、学問の自由を尊重し、実際生活

に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と

協力によって、文化の創造と発展に貢献す

るように努めなければならない。

第三条（教育の機会均等）　すべて国民は、

ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける

機会を与えられなければならないものであ

って、人種、信条、性別、社会的身分、経

済的地位又は門地によって教育上差別され

ない。

②　国及び地方公共団体は、能力があるにも

かかわらず、経済的理由によって修学困難

な者に対して、奨学の方法を講じなければ

ならない。

第四条（義務教育）　国民は、その保護する

子女に、九年の普通教育を受けさせる義務

を負う。

②　国又は地方公共団体の設置する学校にお

ける義務教育については、授業料は、これ

を徴収しない。

第五条（男女共学）　男女は、互に敬重し、

協力し合わなければならないものであって、

教育上男女の共学は、認めなければならな

い。

第六条（学校教育）　法律に定める学校は、

公の性質をもつものであって、国又は地方

公共団体の外、法律に定める法人のみが、

これを設置することができる。

②　法律に定める学校の教員は、全体の奉仕

者であって、自己の使命を自覚し、その職

責の遂行に努めなければならない。このた

めには、教員の身分は、尊重され、その待

遇の適正が、期せられなければならない。

第七条（社会教育）　家庭教育及び勤労の場

所その他社会において行われる教育は、国

及び地方公共団体によって奨励されなけれ

ばならない。

②　国及び地方公共団体は、図書館、博物館、

公民館等の施設の設置、学校の施設の利用

その他適当な方法によって教育の目的の実

現に努めなければならない。

第八条（政治教育）　良識ある公民たるに必

要な政治的教養は、教育上これを尊重しな

ければならない。

②　法律に定める学校は、特定の政党を支持

し、又はこれに反対するための政治教育そ

の他政治的活動をしてはならない。

第九条（宗教教育）　宗教に関する寛容の態

度及び宗教の社会生活における地位は、教

育上これを尊重しなければならない。

②　国及び地方公共団体が設置する学校は、

特定の宗教のための宗教教育その他宗教的

活動をしてはならない。

第一〇条（教育行政）　教育は、不当な支配

に服することなく、国民全体に対し直接に

責任を負って行われるべきものである。

②　教育行政は、この自覚のもとに、教育の

目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立

を目標として行わなければならない。

第一一条（補則）　この法律に掲げる諸条項

を実施するために必要がある場合には、適

当な法令が制定されなければならない。

　　附　則

　この法律は、公布の日から、これを施行する。

「47教育基本法」（１９４７年３月３1日公布施行）
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